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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織の輪郭を抽出する医用画像診断装置であって、
　前記生体組織の輪郭モデルを計測項目とともに記憶する輪郭データベースと、
　前記生体組織の輪郭を表現する為の複数の離散的な点列である輪郭点を、操作者からの
移動指示に応じて移動し、かつ前記輪郭を抽出する処理において位置を動かさない点であ
る第１の点と、前記第１の点以外の複数の第２の点とに区別して設定する設定手段と、
　前記第１の点を移動させた際に、該移動させた第１の点の位置と計測項目に応じた前記
輪郭モデルを読み出し、該読み出した輪郭モデルを用い、前記複数の第２の点をすべて移
動対象として輪郭全体のバランスを考慮して移動させ、前記生体組織の輪郭を抽出する抽
出手段と、
　を具備し、
　前記設定手段は、入力部を介して所定のボタンが押下されると、全ての前記輪郭点を前
記第１の点に設定する
ことを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、入力部を介して前記輪郭点が選択されると、選択された前記輪郭点を
前記第１の点から前記第２の点に切り替えることを特徴とする請求項１に記載の医用画像
診断装置。
【請求項３】



(2) JP 5700769 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

　前記抽出手段は、入力部を介して設定される前記輪郭点に係る第１の生体組織の輪郭、
及び、前記第１の生体組織の輪郭と対応付けられる第２の生体組織の輪郭の両方を抽出す
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　生体組織の輪郭モデルを計測項目とともに記憶する輪郭データベースを具備する医用画
像診断装置が、前記生体組織の輪郭を抽出する輪郭抽出方法であって、
　前記生体組織の輪郭を表現する為の複数の離散的な点列である輪郭点を、操作者からの
移動指示に応じて移動し、かつ前記輪郭を抽出する処理において位置を動かさない点であ
る第１の点と、前記第１の点以外の複数の第２の点とに区別して設定する設定ステップと
、
　前記第１の点を移動させた際に、該移動させた第１の点の位置と計測項目に応じた前記
輪郭モデルを読み出し、該読み出した輪郭モデルを用い、前記複数の第２の点をすべて移
動対象として輪郭全体のバランスを考慮して移動させ、前記生体組織の輪郭を抽出する抽
出ステップと、
　を実行し、
　前記設定ステップにおいて、入力部を介して所定のボタンが押下されると、全ての前記
輪郭点を前記第１の点に設定する
ことを特徴とする輪郭抽出方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査の為に生体組織の輪郭を抽出する医用画像診断装置等に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　生体組織の長さ、面積、容積など形状に関する情報は、病変の程度を診断する重要な情
報の一つである。これらの情報は、医用画像診断装置によって計測される。検者の負担を
軽減し、検査時間を短くするために、簡便なユーザインタフェイスを備え、かつ、高精度
な計測が可能な医用画像診断装置が求められている。
【０００３】
　生体組織の形状を計測するためには、計測対象の輪郭を抽出する必要がある。従来は、
例えば、検者が入力機器を操作して、画面に表示されるカーソルを組織の輪郭に合わせて
なぞる（組織の輪郭の上をカーソルが移動するように指示する）ことによって、計測対象
の輪郭を抽出する。
【０００４】
　別の手法としては、医用画像診断装置が、自動的に組織の輪郭を抽出する手法が考えら
れる。この手法では、輪郭の自動抽出処理の精度が低い場合、さらに手動によって（検者
による入力機器の操作によって）、輪郭を修正することがある。
　特許文献１では、手動による輪郭修正方法として、修正したい位置に修正線を設定し、
元の輪郭線とつなぎ換える技術が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、画像上に設定された一群の連続する多節線分または点列Ｐ１、
Ｐ２、・・・、Ｐｎで規定される関心領域の形状を修正する場合、多節線分または点列を
等間隔に配列し、その内の一つを選択してこれをドラッグすることによって、選択した多
節線分または点列に隣接する他の多節線分または点列の一つまたは複数を、所定の張力に
応じて追随して移動させる技術が提案されている。特許文献２の技術では、段落００２４
に記載の通り、閉曲線の張力という概念を導入し、移動方向が内側に向うものであれば張
力を強くして、隣接点の移動量を抑制し、逆に移動方向が外側に向かうものであれば張力
を弱くして隣接点の移動量を抑制するという処理を実行する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－３７１０７号公報
【特許文献２】特開２０００－３０８６１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術では、修正位置以外の輪郭線や、複数の輪郭線が存在
する場合に、輪郭全体の形状のバランスを考慮するような機構が備えられていない。また
、修正線の設定が完了するまでは、元の輪郭線とつなぎ換えられないため、修正線設定中
にどのような輪郭線に修正されるか確認できない。
【０００８】
　また、特許文献２の技術では、閉領域の張力という概念が、生体組織の輪郭と全く関係
がないものである為、修正線が生体組織の輪郭と偶然に一致するまで、検者は何度も、多
節線分または点列を移動させる必要がある。
【０００９】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすることは、検者
が生体組織の輪郭を修正する際、少ない操作回数によって輪郭全体を正確に抽出でき、か
つ簡便なユーザインタフェイスを備える医用画像診断装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、生体組織の輪郭を抽出する医用画像診断
装置であって、前記生体組織の輪郭モデルを計測項目とともに記憶する輪郭データベース
と、前記生体組織の輪郭を表現する為の複数の離散的な点列である輪郭点を、操作者から
の移動指示に応じて移動し、かつ前記輪郭を抽出する処理において位置を動かさない点で
ある第１の点と、前記第１の点以外の複数の第２の点とに区別して設定する設定手段と、
前記第１の点を移動させた際に、該移動させた第１の点の位置と計測項目に応じた前記輪
郭モデルを読み出し、該読み出した輪郭モデルを用い、前記複数の第２の点をすべて移動
対象として輪郭全体のバランスを考慮して移動させ、前記生体組織の輪郭を抽出する抽出
手段と、を具備し、前記設定手段は、入力部を介して所定のボタンが押下されると、全て
の前記輪郭点を前記第１の点に設定することを特徴とする医用画像診断装置である。
 
【００１１】
　第２の発明は、生体組織の輪郭モデルを計測項目とともに記憶する輪郭データベースを
具備する医用画像診断装置が、前記生体組織の輪郭を抽出する輪郭抽出方法であって、前
記生体組織の輪郭を表現する為の複数の離散的な点列である輪郭点を、操作者からの移動
指示に応じて移動し、かつ前記輪郭を抽出する処理において位置を動かさない点である第
１の点と、前記第１の点以外の複数の第２の点とに区別して設定する設定ステップと、前
記第１の点を移動させた際に、該移動させた第１の点の位置と計測項目に応じた前記輪郭
モデルを読み出し、該読み出した輪郭モデルを用い、前記複数の第２の点をすべて移動対
象として輪郭全体のバランスを考慮して移動させ、前記生体組織の輪郭を抽出する抽出ス
テップと、を実行し、前記設定ステップにおいて、入力部を介して所定のボタンが押下さ
れると、全ての前記輪郭点を前記第１の点に設定することを特徴とする輪郭抽出方法であ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、検者が生体組織の輪郭を修正する際、少ない操作回数によって輪郭全体
を正確に抽出でき、かつ簡便なユーザインタフェイスを備える医用画像診断装置等を提供
することができる。ひいては、検者の負担を軽減し、検査時間を短くすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】超音波診断装置１の構成図
【図２】左室駆出率を計測するときの表示画面の一例
【図３】輪郭抽出処理の詳細を示すフローチャート
【図４】不動点及び可動点を設定する処理を説明する為の図
【図５】内膜及び外膜の輪郭を抽出する処理を説明する為の図
【図６】不動点の移動による輪郭修正の一例
【図７】不動点の追加及び移動による輪郭修正の一例
【図８】全ての輪郭点を不動点としたときに、一部の不動点の移動による輪郭修正の一例
【図９】右室や短軸像を対象とする輪郭抽出処理を説明する為の図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。
　最初に、図１、図２を参照しながら、全ての実施形態において共通する医用画像診断装
置の構成について説明する。
　本発明の実施の形態では、医用画像診断装置として、図１に示す超音波診断装置１を例
に挙げて説明する。但し、本発明はこの例に限定されるわけではなく、Ｘ線ＣＴ（ｃｏｍ
ｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置やＭＲＩ（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎ
ｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ）装置など、生体組織の輪郭を抽出して形状を計測する医用画像診
断装置に広く適用可能である。
【００１５】
　図１に示すように、超音波診断装置１は、超音波信号生成部３、超音波画像生成部４、
記憶部５、出力・表示部６、入力部７、輪郭点設定部８、輪郭抽出部９、輪郭データベー
ス１０、計測部１１、制御部１２を備えている。
【００１６】
　超音波信号生成部３は、図示しない探触子、超音波信号送受信部を通して、被検体２の
生体組織の超音波信号を生成する。探触子は、振動子から対象組織に向かって超音波を発
信し受信する装置であり、リニア型、コンベックス型、セクタ型などである。超音波信号
送受信部は、探触子との間で、超音波信号を送受信する。超音波信号生成部３は、制御部
１２から送受信のパワーやタイミングの情報を受け取り、所望の超音波信号が得られるよ
うに、超音波信号送受信部を制御する。そして、超音波信号生成部３は、超音波信号送受
信部から受け取る信号を、整相回路や増幅回路に通し、装置の撮像設定に従って信号処理
を行い、超音波信号を生成する。
【００１７】
　超音波画像生成部４は、超音波信号から装置の撮像設定、例えば、超音波ビームの走査
範囲、ゲイン設定などに基づいて、超音波画像を生成する。超音波画像は、撮像設定によ
って決定されるフレームレートに従って常時更新されるものである。すなわち、超音波画
像生成部４によって生成される超音波画像は、出力・表示部６によって映像として超音波
診断装置１の画面に表示される。
【００１８】
　記憶部５は、超音波信号、超音波画像、心電図などの被検体２から取得される信号、画
像データを記憶する。また、記憶部５には、超音波診断装置１を構成する各部を動作させ
るためのプログラムが格納されている。記憶部５は、例えば、半導体メモリ、ハードディ
スク、光ディスクなどの記憶媒体である。さらには、記憶部５は、ネットワークを通した
外部記憶媒体でもよい。
【００１９】
　出力・表示部６は、超音波診断装置１のディスプレイに超音波画像を表示したり、輪郭
抽出部９によって抽出される輪郭を超音波画像に重畳して表示したり、計測部１１によっ
て計測される生体組織の形状の計測値を表示したりする。また、出力・表示部６は、超音
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波画像や計測値を記憶部５に記憶させたり、計測レポートとして出力したりする。
【００２０】
　入力部７は、超音波診断装置１の各種操作を行うユーザインタフェイスである。特に、
本発明では、入力部７は、超音波診断装置１のディスプレイにおいて、検者が計測したい
項目や、生体組織の位置を指定するために用いられる。入力部７は、例えば、キーボード
、トラックボール、スイッチ、ダイヤル等の入力機器である。さらには、入力部７は、音
声入力と組みあわせてもよい。
【００２１】
　輪郭点設定部８は、入力部７を用いて指定される生体組織の位置の座標を取得し、輪郭
点の一つとして設定する。ここで、輪郭点とは、生体組織の輪郭を表現する為の複数の離
散的な点列である。尚、輪郭点は、１つの画素に限らず、複数の画素の集合をも含む概念
である。すなわち、輪郭点は、１画素によって示される領域だけでなく、複数画素が連結
される領域をも含む概念である。従って、輪郭点がディスプレイに表示されるときには、
人間の目には、線や矩形として観察される場合もある。また、輪郭点がディスプレイに表
示されるときには、後述するように、何らかの記号（例えば、「＋」記号や「●」記号）
として表示するようにしても良い。
　輪郭点設定部８は、輪郭点を、後述する輪郭抽出部９の処理において位置を動かさない
不動点、及び、輪郭抽出部９の処理において輪郭全体のバランスを考慮して位置を移動さ
せる可動点、のいずれかとして設定する。
　不動点は、検者からの指示によって移動させることが可能な点である。輪郭点設定部８
は、不動点の移動の指示を受け付けて、不動点の移動が指示されると、移動後の座標を取
得し、新たな位置として設定する。
【００２２】
　輪郭抽出部９は、少なくとも不動点を通る輪郭を抽出する。輪郭は、不動点を通り、か
つ、生体組織の形状にフィットするように抽出される必要がある。輪郭抽出部９による処
理は、例えば、エッジ検出、動的輪郭モデル、領域分割などを利用する手法が適用できる
。これらの手法は、輪郭が不動点を通るように制御され、スプライン曲線のような曲線モ
デルを用いて滑らかな形状に変形しても良い。輪郭抽出部９による処理の結果は、出力・
表示部６によって、超音波画像に重畳して、超音波診断装置１のディスプレイに表示され
る。
【００２３】
　輪郭データベース１０は、生体組織の長さ、面積、容積などを示す計測項目や、輪郭点
に対応する輪郭の本数、位置、形状に関する生体組織の輪郭モデルが記憶されている。こ
れらの情報は、入力部７および輪郭点設定部８によって、輪郭点が設定されたり、不動点
と可動点の切り替えを行ったり、不動点を検者の指示に従って移動させたりする場合に、
最適な輪郭を抽出するように随時参照される。例えば、輪郭モデルとしては、数学関数や
、過去に取得された輪郭データを統計解析したデータが記憶されている。
【００２４】
　計測部１１は、計測項目に関する計測値を算出する。計測項目は、輪郭の長さ、輪郭内
の面積や容積などである。例えば、心臓に関する超音波画像の場合、容積については、Ａ
ｒｅａ－ｌｅｎｇｔｈ法やＭｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｉｍｐｓｏｎ法などの既存の計測方法を
適用できる。左室駆出率（ＥＦ）は、拡張末期容積と収縮末期容積の差を拡張末期容積に
よって除した値として算出される。計測値は、出力・表示部６によって、超音波画像とと
もに、超音波診断装置１のディスプレイに表示される。
【００２５】
　図２には、超音波診断装置１が表示する表示画面２０１の一例が示されている。表示画
面２０１は、左室拡張末期画像２０２及び左室収縮末期画像２０３（生体組織の実際の輪
郭は、点線にて図示）が表示されている。また、表示画面２０１には、計測項目に関する
計測結果を示す計測値２０７が表示されている。また、表示画面２０１には、不動点設定
ボタン２０８が表示されている。
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　左室拡張末期画像２０２及び左室収縮末期画像２０３には、不動点２０４（「＋」記号
にて図示）、可動点２０５（「●」記号にて図示）、及び、輪郭２０６（「＋」記号や「
●」記号を結ぶ太線にて図示）が重畳されている。
　図２に示す例では、不動点２０４が１つだけである。この場合、輪郭抽出部９は、例え
ば、１つの不動点２０４の位置を固定し、輪郭データベース１０に記憶されている輪郭モ
デルを参照しながら、輪郭全体のバランスを考慮して、複数の可動点２０５の位置を移動
し、輪郭２０６を抽出する。
【００２６】
　制御部１２は、システム全体を制御するとともに、計測項目や輪郭点を設定、変更した
場合に、輪郭点設定部８、輪郭抽出部９、計測部１１、出力・表示部６までの一連の処理
の同期を制御する。制御部１２は、例えば、ＣＰＵ等の制御装置を用いたものである。
【００２７】
＜第１の実施の形態＞
　以下、対象とする生体組織を心臓とし、心臓の容積などの形状を計測する場合を例に、
図３から図６を参照しながら、第１の実施の形態に係る超音波診断装置１の処理を説明す
る。
　第１の実施の形態では、超音波診断装置１は、生体組織の修正前の輪郭である修正前輪
郭に対して、輪郭を表現する為の複数の離散的な点列である輪郭点を、不動点及び可動点
を区別して設定する。そして、超音波診断装置１は、不動点の全部または一部の移動を受
け付けて、移動後の不動点に基づいて修正前輪郭を修正し、修正後の輪郭である修正後輪
郭を生成する。
【００２８】
　検者は、最初に輪郭点の位置を設定したあと、検者自身が不動点の移動を指示すること
ができる。移動後の不動点の座標値は、輪郭点設定部８によって取得され、輪郭抽出部９
に渡される。すなわち、輪郭の位置を後から調整することができるようになっている。図
３に示すフローチャートでは、最初に、３つの輪郭点を不動点として新規に設定したとき
の動作について説明し、次に、３つの不動点を移動させたときの動作について説明する。
【００２９】
　図３に示すように、超音波診断装置１の出力・表示部６は、対象とする生体組織の画像
を表示画面２０１に表示する（Ｓ１０１）。ここでは、左室容積計測、左室心筋重量計測
、左室駆出率計測の例について説明する。表示画面２０１には、図２に示すように、左室
心尖４腔像の拡張末期画像２０２と収縮末期画像２０３が並べて表示される。
【００３０】
　次に、検者は、入力部７を介して、計測対象組織の輪郭点を設定する（Ｓ１０２）。図
４の左図には、４腔像の特徴となる位置に３つの輪郭点ａ、ｂ、ｃが設定されている。具
体的には、輪郭点ａ、ｂが弁輪部２点であり、輪郭点ｃが心尖部１点である。尚、本発明
を分かり易く説明する為、図４の左図では、心尖部１点を示す輪郭点ｃは、正確な位置よ
りも、やや下方に設定している。これらの輪郭点３点は、輪郭点設定部８によって不動点
（「＋」記号）に設定される。輪郭点ａ、ｂ、ｃは、検者によって、抽出したい輪郭が必
ず通る位置として設定されている。従って、以後、検者が、入力部７を介して、輪郭点の
移動を指示しない限り、後述するＳ１０３の輪郭抽出処理において固定される。
【００３１】
　尚、当然ながら、輪郭点の数、位置は限定されない。輪郭点の数は、図２に示すように
、少なくとも１個あれば良い。例えば、図２に示すように、心尖部１点が指定されれば、
後述するように、Ｓ１０３にて、心尖部１点に対応する輪郭モデルが設定される。また、
輪郭点の位置も、どこに設定しても良い。
【００３２】
　次に、超音波診断装置１の輪郭抽出部９は、輪郭点と画像輝度情報を用いて、詳細な輪
郭を抽出する（Ｓ１０３）。最初に、輪郭抽出部９は、Ｓ１０２にて設定された輪郭点を
利用して、可動点を設定する。図４の右図に示されるように、不動点ａ、ｂ、ｃを通る第
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１曲線の輪郭点と、第１曲線よりも外側の位置を通る第２曲線の輪郭点が設定される。
　第１曲線とは、Ｓ１０２にて設定される輪郭点を通る曲線である。第２曲線とは、第１
曲線と対応付けて設定される曲線である。
　尚、この例では、輪郭抽出部９は、不動点ａ、ｂ、ｃを除いて、全て可動点（「●」記
号）として設定する。
【００３３】
　ここで、第１曲線及び第２曲線の形状及び位置の決定処理について説明する。輪郭デー
タベース１０には、第１曲線及び第２曲線を決定するための手順が記憶されている。この
例のように、心尖４腔像の心腔容積や心筋重量の計測を目的として、内膜の輪郭点が３つ
設定された場合、計測項目（心腔容積や心筋重量を計測するという情報）と、Ｓ１０２に
て設定される輪郭点（弁輪部２点、心尖部１点）によって決定される第１曲線、及び、第
１曲線と対応付けて設定される第２曲線の情報が輪郭モデルとして輪郭データベース１０
に記憶されている。
　従って、輪郭抽出部９は、計測項目とＳ１０２にて設定される輪郭点とに基づいて、輪
郭モデルを輪郭データベース１０から読み出し、不動点ａ、ｂ、ｃを通るように、読み出
した輪郭モデルを拡大又は縮小して、第１曲線及び第２曲線の位置及び形状を決定する。
　例えば、輪郭データベース１０に記憶されている輪郭モデルが、３点を通る２次多項式
曲線とすると、不動点ａ、ｂ、ｃの座標から多項式の係数を算出して、一意に曲線の位置
及び形状を求めることができる。この例では、輪郭抽出部９は、拡大又は縮小した後の第
１曲線（２次多項式曲線）を左室内膜の擬似輪郭として設定し、さらに、第１曲線から一
定の幅だけ外側に配置した第２曲線を左室外膜の擬似輪郭として設定する。
【００３４】
　第１曲線及び第２曲線の形状及び位置を決定するための他の方法としては、輪郭抽出部
９は、過去に抽出した左室内膜及び左室外膜の輪郭や、さらに過去の情報を統計解析して
正規化した輪郭を示す輪郭モデルを輪郭データベース１０から読み出して設定することも
できる。
　輪郭抽出部９は、輪郭モデルを輪郭データベース１０から読み出した後、Ｓ１０２にて
設定される３点の輪郭点から重心ｇの位置を算出し、距離ａｇ、ｂｇ、ｃｇを算出する。
距離ａｇ、ｂｇ、ｃｇは、輪郭の大まかな大きさを表すことから、輪郭抽出部９は、距離
ａｇ、ｂｇ、ｃｇに基づいて、輪郭データベース１０から読み出した輪郭モデルの大きさ
を調整する。
　そして、輪郭抽出部９は、調整後の輪郭モデルの端点と心尖部の位置をそれぞれ不動点
ａ、ｂ、ｃに置き換えることによって、不動点ａ、ｂ、ｃを通る第１曲線を設定すること
ができる。輪郭抽出部９は、第１曲線の上にいくつかの可動点を設定する。可動点の個数
は、採用する画像処理手法によるが、輪郭の凹凸形状が表現できる程度の個数が望ましい
。
【００３５】
　輪郭抽出部９は、さらに詳細な輪郭抽出処理を行うので、図４の右図の擬似輪郭は、こ
の時点において表示画面２０１に表示しなくてもよい。
【００３６】
　ここで、輪郭抽出部９による詳細な輪郭抽出処理を説明する。輪郭抽出部９は、図４の
右図の擬似輪郭を、左室内膜と左室外膜の正確な位置に近づける為、詳細な輪郭抽出処理
を行う。
　例えば、輪郭抽出部９は、エッジ検出を用いて、内外膜の位置を検出し、その位置に可
動点を移動させる。具体的には、輪郭抽出部９は、図４の右図に示す擬似輪郭の輪郭点ご
とに、輪郭点を跨ぎ、かつ、擬似輪郭と直交する方向の所定範囲に対してエッジ検出処理
を行う。輪郭点は、擬似輪郭に数十個程度設定される。また、所定範囲は、処理の高速化
及び輪郭の平滑化を図る為、数十個程度の画素を含むものとする。エッジ検出処理は、公
知の方法を適用することができる。例えば、輪郭抽出部９は、図４の右図に示す擬似輪郭
と直交する方向に所定範囲に含まれる画素群から１つずつ注目画素を特定していき、注目
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画素における変化量を算出する。注目画素における変化量は、例えば、注目画素の画素値
と隣接画素（隣接する左右２点又は隣接する左右上下４点等）の画素値との差分値の総和
などである。そして、輪郭抽出部９は、所定範囲の画素の中から変化量が最も大きい画素
を「エッジ」（この例では、左室内膜又は左室外膜）の位置として検出する。そして、輪
郭抽出部９は、「エッジ」と検出された位置に可動点を移動させる。
【００３７】
　詳細な輪郭抽出処理の他の方法としては、動的輪郭モデルを用いる方法が考えられる。
動的輪郭モデルを用いて輪郭抽出を行う場合、輪郭抽出部９は、不動点ａ、ｂ、ｃを固定
させ、可動点のみを移動させて、輪郭モデルに従ってその形状を変化させることができる
。
【００３８】
　図５は、可動点の移動を示す図である。不動点（「＋」記号）の位置は固定し、可動点
（「●」記号）の位置だけを移動させる。ここで、前述のとおり、不動点ｃは、Ｓ１０２
において、心尖部の正確な位置よりも、やや下に設定されている。従って、図５の右図に
示すように、不動点ｃ付近の可動点は、固定されている不動点ｃの位置とバランスをとる
ため、内外膜の正確な位置には移動しきれていない。不動点ｃ及び不動点ｃ付近の可動点
の位置を修正する手順については後述する。
【００３９】
　次に、超音波診断装置１の計測部１１は、Ｓ１０３にて抽出された輪郭の座標値から計
測値を算出する（Ｓ１０４）。ここでは、左室の容積、心筋重量、ＥＦが算出される。容
積は、Ａｒｅａ－ｌｅｎｇｔｈ法やＭｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｉｍｐｓｏｎ法を適用でき、心
筋重量であれば、Ａｒｅａ－ｌｅｎｇｔｈ法やＴｒｕｎｃａｔｅｄ　ｅｌｌｉｐｓｏｉｄ
法を適用できる。計測部１１は、外膜によって囲まれる内部領域の容積から内膜によって
囲まれる内部領域の容積を差し引いて心筋の容積とし、これに比重を掛けることによって
心筋重量を算出するようにしてもよい。また、計測部１１は、左室拡張末期画像２０２と
左室収縮末期画像２０３の両方にて容積が算出されるならば、ＥＦ値を算出するようにす
る。
【００４０】
　次に、超音波診断装置１の出力・表示部６は、超音波画像である左室拡張末期画像２０
２及び左室収縮末期画像２０３、Ｓ１０３にて抽出される輪郭２０６、並びに、計測値２
０７を表示画面２０１に表示する（Ｓ１０５）。出力・表示部６は、図５の右図に示すよ
うに、不動点２０４、可動点２０５、及び、輪郭２０６を画像に重畳して表示し、計測値
２０７を表示する。図５の右図では、Ｓ１０４にて算出される計測値２０７ａが図示され
ている。
【００４１】
　次に、検者は、輪郭が正確に抽出されたか、表示画面２０１を見ながら判断する（Ｓ１
０６）。現時点では、図５の右図に示す通り、不動点ｃが実際の心尖部よりやや下にある
ため、不動点ｃ及び不動点ｃの周辺の可動点が、左室内膜及び左室外膜にフィットしてい
ない。従って、検者は、輪郭が正確に抽出されていないと判断し、入力部７を介して不動
点ｃを上方に移動させる為、Ｓ１０２から処理を繰り返す。
【００４２】
　検者は、入力部７を介して、不動点ｃを心尖部の正確な位置に移動させるように指示す
る（２回目のＳ１０２）。検者は、例えば、図６の左図のように、入力部７を介して、不
動点ｃを上方（移動方向２１０ａ）にドラッグすることによって、不動点ｃの移動を指示
することができる。
【００４３】
　次に、超音波診断装置１の輪郭抽出部９は、２回目のＳ１０２における指示に追従して
、不動点ｃの座標が変化すると直ちに、輪郭抽出処理を行う（２回目のＳ１０３）。不動
点ｃが移動すると、移動後の不動点ｃの座標は、輪郭点設定部８によって取得され、輪郭
抽出部９に渡される。そして、輪郭抽出部９は、移動させていない不動点ａ、ｂと、移動
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させた不動点ｃの３点を通る輪郭を抽出する。輪郭抽出処理は、１回目のＳ１０３におけ
る処理と同様である。
【００４４】
　次に、超音波診断装置１の計測部１１は、２回目のＳ１０３にて抽出される輪郭の座標
値を用いて計測演算を行う（２回目のＳ１０４）。
　次に、超音波診断装置１の出力・表示部６は、超音波画像、２回目のＳ１０３にて抽出
される輪郭２０６、及び、２回目のＳ１０４にて算出される計測値２０７を、直ちに表示
画面２０１に表示する（２回目のＳ１０５）。図６の左図では、１回目のＳ１０５にて算
出される計測値２０７ａが図示されている。図６の右図では、２回目のＳ１０５にて算出
される計測値２０７ｂが図示されている。
【００４５】
　次に、検者は、表示画面２０１に表示される輪郭２０６と計測値２０７を確認して、正
確に計測対象の輪郭が抽出されているかどうかを判断する（Ｓ１０６）。所望の輪郭２０
６が得られていれば終了し（Ｓ１０６のＹｅｓ）、さらに輪郭２０６を修正したい場合は
、Ｓ１０２から繰り返す（Ｓ１０６のＮｏ）。輪郭点設定部８は、不動点の位置が変化す
るたびに、不動点の座標を取得し、輪郭抽出部９は、Ｓ１０３の輪郭抽出処理を実行する
。
【００４６】
　図６の右図は、所望の輪郭が抽出されるまで、不動点ｃを心尖部まで移動させた例であ
る。図６の右図では、不動点ａ、ｂ、ｃおよび可動点のすべて、並びに輪郭２０６が、左
室内膜及び左室外膜にフィットしている。また、計測値２０７ｂも、所望の輪郭２０６に
基づいて算出されている。計測値２０７ｂは、図６の左図に示す計測値２０７ａと比較し
て、輪郭の変形に伴い、容積、重量ともに増大している。
【００４７】
　以上の説明では、不動点ｃを移動させる例としたが、不動点ａまたは不動点ｂを移動さ
せるようにしても、超音波診断装置１は同様に動作する。
　第１の実施の形態によれば、Ｓ１０２において、左室内膜（第１の生体組織）の輪郭に
輪郭点を設定している。輪郭抽出部９は、計測項目及びＳ１０２において設定される輪郭
点に基づいて、左室内膜（第１の生体組織）の輪郭の位置から推定される左室外膜（第１
の生体組織の輪郭と対応付けられる第２の生体組織）の輪郭についても、全体としてバラ
ンスが取れるようにして、両者を一緒に抽出している。更に、検者が、左室内膜（第１の
生体組織）の輪郭に係る不動点の移動を指示すると、左室内膜（第１の生体組織）及び左
室外膜（第２の生体組織）の輪郭を合わせて修正する。そして、輪郭を修正する処理は、
不動点を移動して座標値が変化すると直ちに実行され、修正後輪郭と計測値の変化が画面
上に表示されるので、検者にとっては、あたかもリアルタイムに輪郭が変形しているよう
に見える効果がある。
　従って、検者は、少ない手順と時間によって、複数の輪郭を同時に抽出することができ
る。これは、第１の実施の形態に係る超音波診断装置１（医用画像診断装置）が、操作性
が高いユーザインタフェイスを備えていると言える。そして、ひいては、検者の手間を低
減して、検査効率を向上させる効果が得られる。
【００４８】
＜第２の実施の形態＞
　第１の実施の形態では、検者が設定する不動点を３点とし、それ以外は可動点として説
明したが、不動点の数が多いほど、不動点を通る輪郭は所望する輪郭の形状に近づく。そ
こで、第２の実施の形態では、超音波診断装置１は、一部の可動点を不動点に変更する指
示を受け付けて、不動点の数を増やし、検者が所望する輪郭位置に不動点を移動させるこ
とによって輪郭を抽出する。
【００４９】
　図７に示す例では、最初に、不動点ａ、ｂ、ｃを設定して、１回目の輪郭抽出処理を実
行している。図７の左図では、左室内膜及び左室外膜に対応する２つの輪郭２０６の一部
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が、両方とも内部に凹んでいる。そこで、この例では、検者は、入力部７を介して、可動
点の一つを不動点ｄに変更するように指示し、更に、不動点ｄの位置を移動させるように
指示することによって、凹みの部分を正確な位置に修正する。
　以下、第１の実施の形態と相違する部分を中心に説明する。
【００５０】
　最初に、第１の実施の形態と同様、不動点ａ、ｂ、ｃを設定し、Ｓ１０２からＳ１０５
が実行され、表示画面２０１に、輪郭２０６と計測値２０７ｃが表示される（図７の左図
参照）。
　次に、検者は、表示されている輪郭２０６と計測値２０７ｃを確認して、さらに輪郭を
修正すべきかを判断する（Ｓ１０６）。図７の左図の例では、前述の通り、２つの輪郭２
０６の右上部分が内側に凹んでいるので、検者は、この部分をやや外側に修正すべきと判
断する。
【００５１】
　次に、検者は、入力部７を介して、可動点の１つを不動点ｄに変更するように指示する
。輪郭点設定部８は、この指示に従って不動点ｄを設定する（Ｓ１０２）。不動点ｄは、
元来可動点であるが、検者が入力部７を用いて選択することによって、輪郭点設定部８は
、選択された可動点を不動点に切り替える。従って、Ｓ１０３では、輪郭抽出部９は、不
動点ａ、ｂ、ｃ、ｄの４点を通る輪郭を抽出するように動作することになる。
【００５２】
　次に、超音波診断装置１の輪郭抽出部９は、輪郭点と画像輝度情報を用いて、詳細な輪
郭を抽出する（Ｓ１０３）。このときの輪郭抽出法は、第１の実施の形態と同様である。
尚、不動点が４点あるので、輪郭データベース１０からの輪郭モデルの読み出しでは、多
項式曲線ならば、３次多項式の係数を求めることになる。また、過去の正規化された輪郭
を使用するならば、不動点４点と計測項目とを対応づけた輪郭モデルを読み出して設定す
る。
【００５３】
　次に、第１の実施の形態と同様に、超音波診断装置１は、計測演算（Ｓ１０４）、計測
結果・輪郭線表示（Ｓ１０５）を行う。検者は、さらに輪郭を修正すべきかを判断する（
Ｓ１０６）。
　図７の右図では、不動点ｄが正確な位置に移動し、不動点ｄを輪郭点とする一方の輪郭
２０６が左室内膜にフィットしている。また、他方の輪郭２０６も、左室外膜にフィット
している。また、計測値２０７ｃも、正確な輪郭２０６に基づいて算出されている。計測
値２０７ｄは、計測値２０７ｃと比較して、輪郭の変形に伴い、容積、重量ともに増大し
ている。
　このように、不動点ｄが正確な位置に移動すると、不動点ｄを輪郭点とする一方の輪郭
２０６だけでなく、他方の輪郭２０６も正確な位置に移動する。
【００５４】
　不動点と可動点の切り替え処理については、例えば、検者が、不動点ｄを更に選択する
と、不動点から可動点に切り替えるようにしてもよい。すなわち、不動点と可動点の切り
替えは、入力部７を介して輪郭点を選択するという入力イベントのみによって実行するよ
うにしても良い。これは、輪郭点の選択という入力イベントのみによって、不動点の数と
可動点の数が決定されることを意味する。
　また、不動点の数と可動点の数が変化しても、Ｓ１０３における輪郭抽出処理は、前述
の通り、その個数に対応した処理がなされるように構成されている。
【００５５】
　第２の実施の形態によれば、より詳細に輪郭を修正したい場合、修正したい箇所に係る
可動点を不動点に切り替えることができるので、検者が意図した位置に容易に輪郭を修正
することができる。また、第１の実施の形態と同様、ある不動点を修正すると、可動点す
べてが全体のバランスをとるように移動するので、一般的な心臓と異なる極端に変形した
形状を抽出することがない。
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　また、第１の実施の形態と同様、輪郭を修正する処理は、不動点を移動して座標値が変
化すると直ちに実行され、修正後輪郭と計測値の変化が画面上に表示されるので、検者に
とっては、あたかもリアルタイムに輪郭が変形しているように見える効果がある。従って
、検者は、少ない手順と時間によって、複数の輪郭を同時に抽出することができる。これ
は、第１の実施の形態に係る超音波診断装置１（医用画像診断装置）が、操作性が高いユ
ーザインタフェイスを備えていると言える。そして、ひいては、検者の手間を低減して、
検査効率を向上させる効果が得られる。
【００５６】
＜第３の実施の形態＞
　第１の実施の形態及び第２の実施の形態は、輪郭点を不動点と可動点のいずれかに設定
して、検者からの指示に従って輪郭を修正している。第３の実施の形態では、全ての輪郭
点を不動点とする指示を受け付けて、更に、特定の箇所のみを修正する。
【００５７】
　図８では、最初に、第１の実施の形態及び第２の実施の形態と同様に輪郭を抽出してい
る。図８の左図に示すように、左室外膜に係る輪郭２０６の一部が左室外膜にフィットし
ていないので、検者は、この箇所だけを更に修正すべきと判断する。
　　以下、第１の実施の形態及び第２の実施の形態と相違する部分を中心に説明する。
【００５８】
　検者は、入力部７を介して、全ての輪郭点を不動点とする指示を行い、輪郭点設定部８
は、これに従って全ての輪郭点を不動点に設定する（Ｓ１０２）。
　全ての輪郭点を不動点に設定する指示は、全ての輪郭点を入力部７のトラックボール等
によって指定して逐一不動点に設定してもよいが、手間がかかるので、全ての輪郭点を不
動点に変更する不動点設定ボタン２０８（図２参照）を設けてもよい。
　図８の左図では、全ての輪郭点が不動点（「＋」記号）に設定されている。検者は、入
力部７を介して、不動点ｅを、左室外膜の内側の方向（移動方向２１０ｃ）にドラッグし
て、左室外膜にフィットするように移動させる。
【００５９】
　次に、超音波診断装置１の輪郭抽出部９は、輪郭点と画像輝度情報を用いて、詳細な輪
郭を抽出する（Ｓ１０３）。このときの輪郭抽出法は、第１の実施の形態と同様であるが
、全ての輪郭点が不動点となっているので、輪郭データベース１０からの輪郭モデルの読
み出しでは、多項式曲線ならば、全ての輪郭点を通る多次多項式の係数を求めることにな
る。また、過去の正規化された輪郭を使用するならば、全ての不動点と計測項目とを対応
づけた輪郭モデルを読み出して設定する。
【００６０】
　そして、第１の実施の形態と同様、超音波診断装置１は、計測演算（Ｓ１０４）、計測
結果・輪郭線表示（Ｓ１０５）を行い、検者は、さらに輪郭を修正すべきかを判断する（
Ｓ１０６）。
　図８の右図では、不動点ｅが正確な位置に移動し、不動点ｅを輪郭点とする一方の輪郭
２０６が左室外膜にフィットしている。また、他方の輪郭２０６も、左室内膜にフィット
している。また、計測値２０７ｆも、正確な輪郭２０６に基づいて算出されている。計測
値２０７ｆは、計測値２０７ｅと比較して、輪郭の変形に伴い、容積、重量ともに減少し
ている。
　このように、輪郭点を全て不動点とすることによって、第１の実施の形態及び第２の実
施の形態と異なり、一方の輪郭２０６を修正しても、既に正確な位置にフィットしている
他方の輪郭２０６の位置を固定することができる。
【００６１】
　第３の実施の形態によれば、一方の輪郭だけを修正したい場合、全ての点を不動点とし
、一部の不動点の移動を指示することができるので、移動が指示される不動点に係る輪郭
のみを修正し、それ以外の輪郭については移動しないようにすることもできる。従って、
計測対象の輪郭が一本だけフィットしていない場合、これに合わせた輪郭修正が可能にな
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【００６２】
　尚、第１の実施の形態から第３の実施の形態では、心尖４腔像の左室内外膜の輪郭抽出
を例にして説明したが、例えば、図９の左図のように、左室内膜と右室内膜の組み合わせ
や、図９の右図のように、短軸像の左室内外膜の組み合わせに対しても、それぞれの組織
の輪郭に関する情報を輪郭データベース１０に記憶させておくことによって、これまで述
べた実施の形態と同様に、超音波診断装置１を動作させることができる。図９の左図では
、左室内膜と右室内膜に関する計測値２０７ｇが図示されている。また、図９の右図では
、短軸像の左室内外膜に関する計測値２０７ｈが図示されている。
　また、超音波診断装置における心臓の計測を例に説明したが、他の診断装置および生体
組織に対しても同様に適用可能である。
【００６３】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る医用画像診断装置等の好適な実施形態に
ついて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した
技術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００６４】
　１………超音波診断装置
　２………被検体
　３………超音波信号生成部
　４………超音波画像生成部
　５………記憶部
　６………出力・表示部
　７………入力部
　８………輪郭点設定部
　９………輪郭抽出部
　１０………輪郭データベース
　１１………計測部
　１２………制御部
　２０１………表示画面
　２０２………左室拡張末期画像
　２０３………左室収縮末期画像
　２０４………不動点
　２０５………可動点
　２０６………輪郭
　２０７………計測値
　２０８………不動点設定ボタン
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